
議案第２０５号 

さいたま市市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について 

さいたま市市営住宅条例の一部を改正する条例を次のように定める。 

平成２９年１１月２９日提出 

さいたま市長 清 水 勇 人 

さいたま市市営住宅条例の一部を改正する条例 

さいたま市市営住宅条例（平成１３年さいたま市条例第２６７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （家賃の決定）  （家賃の決定）

第１７条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条

第２項の規定により認定された入居者の収入及び

当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経

過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住

宅の家賃（次項の規定により定められたものをい

う。以下同じ。）以下で、令第２条に規定する方

法により、市長が定める。ただし、次条第１項の

規定による収入の申告がない場合において、第４

２条第１項の規定による報告の請求を行ったにも

かかわらず、入居者がその請求に応じないときは、

 当該公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃と

する。

第１７条 公営住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条

第２項の規定により認定された入居者の収入及び

当該公営住宅の立地条件、規模、建設時からの経

過年数その他の事項に応じ、かつ、近傍同種の住

宅の家賃（次項の規定により定められたものをい

う。以下同じ。）以下で、令第２条に規定する方

法により、市長が定める。ただし、次条第１項の

規定による収入の申告がない場合において、第４

２条第１項の規定による請求を行ったにもかかわ

らず、入居者がその請求に応じないときは、当該

公営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

２ ［略］ ２ ［略］

３ 市長は、公営住宅の入居者（介護保険法（平成

９年法律第１２３号）第５条の２第１項に規定す

る認知症である者その他の規則で定める者に該当

する者に限る。第３５条第２項において同じ。）

が、次条第１項の規定により収入の申告をするこ

と及び第４２条第１項の規定による報告の請求に

応じることが困難な事情にあると認めるときは、

第１項の規定にかかわらず、当該入居者の公営住

宅の毎月の家賃を、毎年度、令第２条に規定する

方法により、第４２条第１項の規定による書類の



閲覧の請求その他の規則で定める方法により把握

した当該入居者の収入及び当該公営住宅の立地条

件、規模、建設時からの経過年数その他の事項に

応じ、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定める

ことができる。

４ ［略］ ３ ［略］

５ ［略］ ４ ［略］

 （収入の申告等）  （収入の申告等）

第１８条 入居者は、毎年度、規則で定めるところ

 により、収入を申告しなければならない。ただし、

 前条第３項の規定により家賃を定める場合は、こ

の限りでない。

第１８条 入居者は、毎年度、規則で定めるところ

により、収入を申告しなければならない。

２ 市長は、前項の規定による収入の申告に基づき、

収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するも

のとする。前条第３項の規定により把握した収入

の額についても同様とする。

２ 市長は、前項の規定による収入の申告に基づき、

収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するも

のとする。

３ ［略］ ３ ［略］

 （収入超過者の認定等）  （収入超過者の認定等）

第３３条 市長は、次の各号に掲げる市営住宅の入

居者が当該市営住宅に引き続き３年以上入居して

いる場合において、当該入居者の第１８条第２項

の規定により認定された収入が当該各号に掲げる

金額を超えるときは、当該入居者を収入超過者と

して認定し、その旨を当該入居者に通知するもの

とする。

第３３条 市長は、次の各号に掲げる市営住宅の入

居者が当該市営住宅に引き続き３年以上入居して

いる場合において、当該入居者の第１８条第２項

の規定により認定された収入が当該各号に掲げる

金額を超えるときは、当該入居者を収入超過者と

して認定し、その旨を当該入居者に通知するもの

とする。

 公営住宅 第６条第１項第２号アからカまで

に掲げる場合に応じ、それぞれ同号アからカま

でに掲げる金額

 公営住宅 第６条第１項第２号ア、イ又はウ

に掲げる場合に応じ、それぞれ同号ア、イ又は

ウに掲げる金額

 ［略］  ［略］

２ ［略］ ２ ［略］

（公営住宅に係る収入超過者の家賃） （公営住宅に係る収入超過者の家賃）

第３５条 ［略］ 第３５条 ［略］

２ 市長は、公営住宅の入居者が収入超過者に該当

する場合において、第１８条第１項の規定により

収入の申告をすること及び第４２条第１項の規定

による報告の請求に応じることが困難な事情にあ

ると認めるときは、第１７条第３項及び前項の規

定にかかわらず、当該入居者の公営住宅の毎月の

家賃を、毎年度、令第８条第３項において準用す

る同条第２項に規定する方法により、第４２条第

１項の規定による書類の閲覧の請求その他の規則

で定める方法により把握した当該入居者の収入を

勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で定め

ることができる。

３ 第１９条（第１号を除く。）、第２０条及び第

 ２１条の規定は、前２項の家賃について準用する。

２ 第１９条（第１号を除く。）、第２０条及び第

２１条の規定は、前項の家賃について準用する。



（高額所得者の家賃等） （高額所得者の家賃等）

第３９条 高額所得者が当該公営住宅に引き続き入

居しているときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、

 第１７条第１項及び第３項並びに第３５条第１項

及び第２項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅

の家賃とする。

第３９条 高額所得者が当該公営住宅に引き続き入

居しているときは、当該公営住宅の毎月の家賃は、

 第１７条第１項及び第３５条第１項の規定にかか

わらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

２・３ ［略］ ２・３ ［略］

（公営住宅建替事業等に係る家賃の特例） （公営住宅建替事業等に係る家賃の特例）

第４５条 市長は、法第４０条第１項の規定により

公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に

入居させる場合又は法第４４条第３項の規定によ

る公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に

伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居

させる場合において、新たに入居する公営住宅の

家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えること

となり、当該入居者の居住の安定を図るため必要

があると認めるときは、第１７条第１項若しくは

第３項、第３５条第１項若しくは第２項又は第３

９条第１項の規定にかかわらず、令第１２条に規

定する方法により、当該入居者の家賃を減額する

ものとする。

第４５条 市長は、法第４０条第１項の規定により

公営住宅の入居者を新たに整備された公営住宅に

入居させる場合又は法第４４条第３項の規定によ

る公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に

伴い当該公営住宅の入居者を他の公営住宅に入居

させる場合において、新たに入居する公営住宅の

家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えること

となり、当該入居者の居住の安定を図るため必要

があると認めるときは、第１７条第１項、第３５

条第１項又は第３９条第１項の規定にかかわらず、

令第１１条で規定する方法により、当該入居者の

家賃を減額するものとする。

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日から平成３０年３月３１日までの間におけるこの条例による

改正後のさいたま市市営住宅条例第１７条第３項の規定の適用については、同項中

「第５条の２第１項」とあるのは、「第５条の２」とする。 


